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迷惑行為禁止の注意喚起について 

 

 拝啓 

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より、当連盟の諸事業に格別のご支援を賜り、誠にありがとうございます。 

令和８年４月１８日より滋賀県・草津市立滋賀トヨタアリーナを皮切りに「第６８

回関西学生卓球新人大会」を開催しておりますが、会場周辺の方より、喫煙による迷

惑行為についてご指摘をいただいております。 

この度の会場に限らず、大会会場内はもとより会場周辺（最寄り駅まで）において

も、喫煙は全面的にご遠慮くださいますようお願いいたします。 

迷惑行為が改善されない場合には、大会会場側の判断により、今後の施設利用をご

遠慮いただくよう求められる可能性があり、今大会に限らず今後の大会運営にも支障

を来すおそれがあります。 

万一、当連盟の学生が上記のような迷惑行為を行った場合は、関西学生卓球連盟規

約第３３条（罰則）に基づき、警告や出場停止などの処分の対象となります。 

つきましては、事態の重要性をご理解のうえ、マナーの徹底にご協力賜りますよう

お願い申し上げます。 

学生スポーツ界の模範となるべく、日頃より一人ひとりが自覚をもって行動いただ

きますよう、重ねてお願い申し上げます。 

敬具 


